
1 議会広報 議会事務局 45 40 85 ○ 46 34 80 ●

3 広報発行事務 秘書広報室 48 50 98 ○ 48 48 96 ●

4 政策立案推進事業 政策推進室 50 45 95 ○ 50 44 94 ●

7 行政改革推進事業 政策推進室 32 45 77 ○ 35 43 78 ●

14 集会所整備事業 自治安心課 50 43 93 ○ 50 42 92 ●

17 交通指導員事業 自治安心課 50 35 85 ○ 50 36 86 ●

18 交通安全啓発事業 自治安心課 50 40 90 ○ 49 39 88 ●

24 協働のまちづくり推進事業 自治安心課 50 45 95 ○ 50 42 92 ●

27 防犯灯設置管理事業 道路交通課 46 36 82 ○ 45 38 83 ●

28 防犯活動推進事業 自治安心課 42 36 78 ○ 43 37 80 ●

33 女性相談事業 総務課 40 33 73 △ 41 37 78 ●

34 入間東部福祉会業務 福祉課 50 50 100 ○ 50 43 93 ●

37 障がい者在宅援護事業 福祉課 47 48 95 ○ 48 43 91 ●

39 障がい者手当事業 福祉課 50 39 89 ○ 50 42 92 ●

41 コミュニケーション支援養成事業 福祉課 11 50 61 △ 13 45 58 ▲

43 障がい者地域生活支援事業 福祉課 40 50 90 ○ 42 45 87 ●

46 老人施設入所措置事業 福祉課 8 44 52 △ 11 43 54 ▲

48 介護手当支給事業 福祉課 50 50 100 ○ 50 41 91 ●

56 老人福祉センター運営事業 福祉課 45 50 95 ○ 46 41 87 ●

57 精神保健福祉事業 福祉課 47 50 97 ○ 47 47 94 ●

61 家庭保育室等利用支援事業 こども支援課 45 47 92 ○ 46 42 88 ●

62 ひとり親家庭等医療費支給事業 こども支援課 50 43 93 ○ 50 44 94 ●

64 公立保育所管理運営事業 こども支援課 46 46 92 ○ 47 41 88 ●

65 民間保育所支援事業 こども支援課 50 50 100 ○ 50 44 94 ●

76 妊婦健康診査事業 健康増進課 44 34 78 ○ 45 38 83 ●

77 地域医療確保事業 健康増進課 46 33 79 ○ 47 43 90 ●

78 予防接種事業 健康増進課 47 37 84 ○ 46 41 87 ●
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81 不法投棄対策事業 環境課 40 32 72 △ 42 36 78 ●

83 温暖化対策推進事業 環境課 38 34 72 △ 40 31 71 ▲

87 廃棄物対策事業 環境課 50 34 84 ○ 50 36 86 ●

91 一般廃棄物収集運搬事業 環境課 47 35 82 ○ 47 41 88 ●

92 清掃工場運転管理業務 環境課 49 37 86 ○ 49 40 89 ●

95 ごみ共同処理事業 環境課 49 34 83 ○ 49 41 90 ●

99 勤労者住宅資金融資 観光産業課 26 22 48 × 26 24 50 ▲

100 産業祭事業 観光産業課 50 44 94 ○ 50 41 91 ●

107 中小企業融資 観光産業課 18 25 43 × 18 29 47 ×

118 道路拡幅事業 道路交通課 17 38 55 △ 17 37 54 ▲

123 北松原土地区画整理支援事業 都市計画課 50 44 94 ○ 50 42 92 ●

124 藤久保第一土地区画整理支援事業 都市計画課 50 44 94 ○ 50 40 90 ●

125 富士塚土地区画整理支援事業 都市計画課 37 45 82 ○ 37 41 78 ●

130 自然の森・総合スポーツ公園設置事業 都市計画課 50 46 96 ○ 50 36 86 ●

131 緑地保全事業 環境課 38 37 75 ○ 38 38 76 ●

平均点 43 41 84 43 40 83

29 人権啓発事業 総務課 50 30 80 ○ ― ― ― ―

※内部評価結果により事業改善検討委員会の対象となる事業(評価基準点必須項目10項目中5項目以上1点) 


